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(57)【要約】
　ドアまたは窓の装置は、パネルは縦枠に対して閉まる
か、またはそこから離れるように動く、枠によって区切
られた開口部に対して移動可能なパネルを有する。施錠
要素は、縦枠からパネルが離れることを防止するために
パネルと縦枠の間で施錠要素が係合する施錠状態と、パ
ネルが縦枠から離れることができる解錠状態と、の間で
移動する。連結部は、施錠要素が施錠状態になる時に閉
まる動きが完了するように、パネルが閉まる動きの最終
部分によって変位する。好ましくは、連結部は、閉まる
動きの最終部分を通じてパネルを変位させるために加え
られる力が、施錠状態へと変位させるために施錠要素に
加えられる力をもたらすように、配置される。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置は、
（ａ）縦枠を含む枠によって区切られる開口部と；
（ｂ）パネルであって、前記パネルが前記縦枠から離れて前記開口部の少なくとも一部が
開放されたままの開位置と、前記パネルが前記縦枠に対し閉まっている閉位置と、の間で
変位可能であるように開口部に対して取り付けられたパネルと；
（ｃ）前記縦枠または前記パネルに関連する施錠要素であって、前記施錠要素は、前記縦
枠から前記パネルが離れることを防止するために前記施錠要素が、前記パネルと前記パネ
ルの閉位置にある前記縦枠との間で係合する施錠状態と、前記パネルが前記縦枠から離れ
ることができる解錠状態と、の間で変位可能である施錠要素と；
（ｄ）前記施錠要素に関連し、前記開位置から前記閉位置へと前記縦枠に対し前記パネル
が閉まる動きの最終部分によって変位するように配置された連結部であって、前記連結部
は、前記施錠要素が前記施錠状態になる時に前記パネルが閉まる動きのみが完了するよう
に構成されている連結部と；
　を含むことを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記連結部は、前記閉まる動きの前記最終部分を通じて前記パネルを変位させるために
加えられる力が、前記施錠要素を前記施錠状態へと変位させるために前記施錠要素に加え
られる力をもたらすように、配置されることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記連結部は、前記閉まる動きの前記最終部分における前記パネルの第１の変位が、前
記施錠要素の少なくとも一部の前記施錠状態への第２の変位をもたらし、第２の変位は第
１の変位より大きくなるように、構成されることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記連結部は、少なくとも１つの枢動可能に取り付けられたリンクを含むことを特徴と
する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記解錠状態および前記施錠状態の間の前記施錠要素の変位は、枢動的な変位であるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記解錠状態および前記施錠状態の間の前記施錠要素の変位は、直線的な変位であるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記施錠要素および前記連結部は、前記縦枠と一体化されることを特徴とする、請求項
１に記載の装置。
【請求項８】
　前記施錠要素および前記連結部は、前記パネルと一体化されることを特徴とする、請求
項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記パネルは、前記枠に対して蝶番式に取り付けられることを特徴とする、請求項１に
記載の装置。
【請求項１０】
　前記パネルは、前記枠に対してスライド式に取り付けられることを特徴とする、請求項
１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はドアおよび他の閉鎖可能なパネルのための錠に関し、特に、パネルが閉まって
いる時は常に施錠要素が施錠状態にあることを確実にする、施錠作動連結部を備えたドア
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または他の閉鎖可能なパネルに関係する。
【０００２】
　蝶番式またはスライド式のドアまたはパネルのために幅広い施錠装置を提供することが
知られている。場合によっては、施錠装置はドアが閉じられる時は常に施錠状態に自動的
に戻るように設計されてもよい。
【０００３】
　本発明のある実施形態に関連する施錠機構のある特定の一群が米国特許第８，７０７，
６２５号に述べられている。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、パネルが閉まっている時は常に施錠要素が施錠状態にあることを確実にする
、施錠作動連結部を備えたドアまたは他の閉鎖可能なパネルである。提供される本発明の
実施形態の教示によれば、装置は以下を含む。（ａ）縦枠を含む枠によって区切られる開
口部と；（ｂ）パネルであって、パネルが縦枠から離れて開口の少なくとも一部が開放さ
れたままの開位置と、パネルが縦枠に対し閉まっている閉位置と、の間で変位可能なよう
に開口部に対して取り付けられたパネルと；（ｃ）縦枠またはパネルに関連する施錠要素
であって、該施錠要素は、縦枠からパネルが離れることを防止するために施錠要素が、パ
ネルとパネルの閉位置にある縦枠の間で係合する施錠状態と、パネルが縦枠から離れるこ
とができる解錠状態と、の間で変位可能である施錠要素と；（ｄ）施錠要素に関連し、開
位置から閉位置へと縦枠に対しパネルが閉まる動きの最終部分によって変位するように配
置された連結部であって、該連結部は、施錠要素が施錠状態になる時にパネルが閉まる動
きのみが完了するように構成されている連結部。
【０００５】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、連結部は、閉まる動きの最終部分を通じて
パネルを変位させるために加えられる力が、施錠要素を施錠状態へと変位させるために施
錠要素に加えられる力をもたらすように、配置される。
【０００６】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、連結部は、閉まる動きの最終部分における
パネルの第１の変位が、少なくとも一部の施錠要素の施錠状態への第２の変位をもたらし
、該第２の変位は、第１の変位より大きくなるように構成される。
【０００７】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、連結部は少なくとも１つの枢動可能に取り
付けられたリンクを含む。
【０００８】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、解錠状態と施錠状態の間の施錠要素の変位
は、枢動的な変位である。
【０００９】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、解錠状態と施錠状態の間の施錠要素の変位
は、直線的な変位である。
【００１０】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、施錠要素および連結部は、縦枠と一体化さ
れる。
【００１１】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、施錠要素および連結部は、パネルと一体化
される。
【００１２】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、パネルは枠に対して蝶番式に取り付けられ
る。
【００１３】
　本発明の実施形態のさらなる特徴によれば、パネルは枠に対してスライド式に取り付け
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られる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明は、添付の図面を参照してほんの一例として本明細書に記載されている。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態の教示に従い構築され実装されるドアおよび縦枠
の部分的な断面の等角図であり、閉める前のドアを示している。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の実施形態の教示に従い構築され実装されるドアおよび縦枠
の部分的な断面の等角図であり、完全に閉められて施錠状態にあるドアを示している。
【図２Ａ】図２Ａは、図１Ａのドアおよび縦枠から得られる水平断面図であり、部分的に
開いた状態で示されている。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図１Ａのドアおよび縦枠から得られる水平断面図であり、完全に閉
められた施錠状態で示されている。
【図３】図３のＡ－Ｄは、ＩＩＩで指定される図２Ａの領域の拡大図であり、ドアの閉ま
る動きの最終部分の間の４つの連続的な位置で示されている。
【図４Ａ】図４Ａは、パネルに基づく施錠装置を使用する本発明の実施形態によるドアお
よび縦枠の代替的な実装から得られる水平断面図であり、ドアの閉まる動きの最終部分の
間の位置において示されている。
【図４Ｂ】図４Ｂは、パネルに基づく施錠装置を使用する本発明の実施形態によるドアお
よび縦枠の代替的な実装から得られる水平断面図であり、ドアの閉まる動きの最終部分の
間の位置において示されている。
【図４Ｃ】図４Ｃは、パネルに基づく施錠装置を使用する本発明の実施形態によるドアお
よび縦枠の代替的な実装から得られる水平断面図であり、ドアの閉まる動きの最終部分の
間の位置において示されている。
【図４Ｄ】図４Ｄは、パネルに基づく施錠装置を使用する本発明の実施形態によるドアお
よび縦枠の代替的な実装から得られる水平断面図であり、ドアの閉まる動きの最終部分の
間の位置において示されている。
【図５】図５は、スライド式パネルに適した本発明のさらなる実施形態の教示に従い構築
され実装されるドアおよび縦枠の部分的な断面の等角図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図５のドアおよび縦枠から得られる水平断面図であり、ドアが解錠
状態にあることを示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図５のドアおよび縦枠から得られる水平断面図であり、ドアが遷移
状態にあることを示す。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図５のドアおよび縦枠から得られる水平断面図であり、ドアが施錠
状態にあることを示す。
【図６Ｄ】図６Ｄは、閉める段階のドアを示す、図６のＡと同様の図である。
【図６Ｅ】図６Ｅは、閉める段階のドアを示す、図６のＡと同様の図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明のさらなる実施形態の教示に従い構築され実装されるドアお
よび縦枠の水平断面図であり、ドアが閉める段階において示されている。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明のさらなる実施形態の教示に従い構築され実装されるドアお
よび縦枠の水平断面図であり、ドアが閉める段階において示されている。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明のさらなる実施形態の教示に従い構築され実装されるドアお
よび縦枠の水平断面図であり、ドアが閉める段階において示されている。
【図７Ｄ】図７Ｄは、本発明のさらなる実施形態の教示に従い構築され実装されるドアお
よび縦枠の水平断面図であり、ドアが閉める段階において示されている。
【図８】図８のＡおよびＢは、上述した本発明の蝶番式パネルを実装するドアおよび枠の
概略的な等角全体図である。
【図９】図９のＡおよびＢは、上述した本発明の蝶番式パネルを実装するドアおよび枠の
概略的な等角全体図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　本発明は、パネルが閉まっている時は常に施錠要素が施錠状態にあることを確実にする
、施錠作動連結部を備えたドアまたは他の閉鎖可能なパネルである。
【００１６】
　本発明に係るドアおよび他のパネルの閉鎖の原理および操作は、図面および添付の記載
を参照することでよく理解され得る。
【００１７】
　まず全体的に図１Ａ－７Ｄのすべてを参照すると、パネル閉鎖装置の多数の非限定的な
例示的な実施形態が示されており、全体として、それぞれ（１０）、（１００）、（２０
０）および（３００）で示されている。実施形態は互いに非常に類似しており、結果とし
て、ある実施形態の種々の特徴の記載が他の実施形態にも適用可能であるが、そうでない
ことが明白に示されているかまたは自明である場合は除く。従って、記載の簡潔さのため
に、装置（１０）に使用された参照符号は、それぞれ、その符号に１００、２００および
３００を加えた、装置（１００）、（２００）および（３００）の類似の要素を指定する
ためにも使用されるであろうし、かつ、後の実施形態中の要素の記載は以前の実施形態の
記載から推論でき、逆も同様である。
【００１８】
　したがって、典型的な実施形態のすべてを全体的に参照すると、装置（１０）、（１０
０）、（２００）および（３００）は、縦枠（１２）を含む枠によって区切られる開口部
のためのパネルの閉鎖に関する。パネル（１４）は、パネル（１４）が縦枠（１２）から
離れて開口の少なくとも一部が開放されたままの開位置と、パネル（１４）が縦枠（１２
）に対し閉まっている閉位置と、の間で変位可能なように開口部に対して取り付けられる
。
【００１９】
　本発明の実装の全体的なコンテクストの一例が、蝶番式パネルについては図８のＡおよ
びＢで例証され、スライド式パネル（装置（２００））については図９のＡおよびＢで例
証され、これは開口部（１６）と少なくとも１つの追加の枠要素（１８）とを示し、パネ
ル（１４）が閉位置および開位置にあることが示されている。蝶番式パネルの場合には、
パネル（１４）は、典型的には１つ以上の蝶番（１９）を介して枠要素（１８）に取り付
けられる。スライド式パネルの場合には、パネル（２１４）はトラック（２１７）に取り
付けられる。両方の場合には、パネル（１４）の閉位置では、パネルは、好ましくは開口
部（１６）を横切って延在する閉鎖面内におおむね位置し、意図した用途にすべて応じて
、開口部（１６）を通る、人、物体および／または気体の通過を許し（ｓｐａｎ）、かつ
少なくとも部分的に妨害する。
【００２０】
　パネル（１４）はここではドアとして例証され、ドアおよびパネルという用語は本明細
書では記載中において便宜上互換的に使用される。しかしながら、本発明は、蝶番式およ
びスライド式の窓を含む任意のタイプの開口部およびパネルで役立つように使用すること
ができることに留意されたい。さらに、矩形の開口部を閉まる長方形のパネルのコンテク
ストにおいて例証されているものの、本発明は、他の標準的な形状および標準的でない形
状の開口部およびパネルに適用されてもよい。以下に記載される本発明の実施形態の特徴
は、パネル（１４）および縦枠（１２）の拡大された部分的な図で最も良く示されており
、そのためパネルおよび枠の他の部分は、一般に、図面の残りの部分から省略されている
。
【００２１】
　ここで再び全体的に図１Ａ－７Ｄに戻ると、装置（１０）、（１００）、（２００）お
よび（３００）は、縦枠（１２）またはパネル（１４）のいずれかに関連した施錠要素（
２０）をさらに含む。施錠要素（２０）は、縦枠からパネル（１４）が離れることを防止
するために施錠要素（２０）がパネルの閉位置にあるパネル（１４）と縦枠（１２）の間
で係合する施錠状態（例えば図２Ｂ）と、パネル（１４）が縦枠（１２）から離れること
ができる解錠状態（例えば図２Ａ）と、の間で変位可能である。
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【００２２】
　また、連結部（２２）も装置に含まれている。連結部（２２）は、開位置から閉位置へ
と縦枠（１２）に対しパネル（１４）が閉まる動きの最終部分によって変位するように配
置される。連結部（２２）は、施錠要素（２０）が施錠状態になる時にパネル（１４）が
閉まる動きのみが完了するように構成されている。最も好ましくは、連結部（２２）は、
閉まる動きの最終部分を通じてパネル（１４）を変位させるために加えられる力が、施錠
要素（２０）を施錠状態へと変位させるために加えられる力をもたらすように、配置され
る。
【００２３】
　本発明の様々な特に好ましい実施形態に係る上記の構造の効果はパネルを閉める動きの
最後の部分により、パネルの施錠状態を達成するために、施錠要素（２０）が確実に係合
される結果となるということである。反対に、何らかにより施錠要素が施錠状態に達する
ことが妨げられる場合、パネルは完全な閉位置に到達できない。これは、ドアが適切に施
錠されるかどうかを使用者に即時に視覚的に表示する。ドアが完全に閉じられる場合、施
錠されることが知られている。施錠されない場合、目に見えて完全な閉位置から変位して
いる。このこと、および本発明の様々な好ましい実施形態の他の利点は、以下のより詳細
な記載を参照することにより、一層よく理解されるだろう。
【００２４】
　図１Ａ－３Ｄは、蝶番式パネル（１４）用であり、かつ縦枠（１２）と一体化される施
錠要素（２０）を使用する装置（１０）の第１の好ましいが非限定的な例を例証する。特
に好ましいが、これに限定されない例示的な施錠機構がここで選択され、これは縦枠（１
２）の伸長方向に平行に延びる軸（２４）の周りに枢動可能に取り付けられた施錠要素（
２０）を使用する米国特許第８，７０７，６２５号に記載されたものと同様である。図１
Ｂ、２Ｂおよび３Ｄの施錠状態では、施錠要素（２０）は、パネル（１４）の当接表面（
２６）と、軸（２４）を画定する蝶番ピンとの間に留められ、好ましくは、縦枠（１２）
の追加の当接表面（２８）が、極端な負荷の場合に支持を提供するために配置される。施
錠要素（２０）は、縦枠（１２）の長寸法（例えば高さ）の１０％より長く伸長すること
ができ、場合によっては、縦枠の高さの大部分に沿って伸長する。そのような施錠機構の
さらなる詳細、選択肢および変形は、上記の参考文献を参照することにより理解されうる
。
【００２５】
　ここで、連結部（２２）は、パネルの閉まる動きの最終部分の間、パネルが押し当たる
パネル当接領域（３０）と、施錠要素（２０）と相互作用する施錠要素作動領域（３２）
と、を有する。領域（３０）および（３２）は、それぞれ、パネル（１４）および施錠要
素（２０）の表面に対して直接当接する硬い表面として実装されてもよい。あるいは、こ
れらの領域の１つまたは両方は、図４Ａ－４Ｄ中で例証されるベアリング取付ローラー（
１３０）および（１３２）などの摩擦を低減する接触構成で実装されてもよい。
【００２６】
　連結部（２２）は、パネルの動きと施錠要素の動きとの間の（すなわち、結び付きの）
所望の変換を達成するために、剛性のリンク（ロッドなど）およびピボットの様々な配置
を用いるマルチリンク連結部であってもよい。しかしながら、本明細書に例証される実装
の好ましい集合において、軸（３４）の周りで枢動する単一の傾斜したレバーアームを使
用することが特に信頼性が高く有効であることが分かった。（連結部（２２）と当接要素
との間の相互作用の幾何学的構造を大きく変化させない、前述のローラー（１３０）およ
び（１３２）などの、摩擦を低減する接触構成を備えたレバーアームは、本明細書中では
単一の傾斜したレバーアームとも呼ばれる。）傾斜したレバーアームの幾何学的構造は、
好ましくは、当接領域（３０）および（３２）が軸（３４）に対して位置決めされて、パ
ネル（１４）をその完全な閉位置へと促すパネルに加えられる力を、施錠要素が施錠状態
へと変位させる施錠要素（２０）に加えられる力へと転向させるように選択される。ここ
に例証される、好ましいが非限定的な例において、連結部（２２）はおおむねＬ字形のレ
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バーアームであるが、しかし、連結部（２２）の機能は、アームの形状がその機能を変え
ることなくかなり変化することができるように、主として当接領域（３０）および（３２
）および軸（３４）の相対的な位置によって決定されることが理解されるだろう。
【００２７】
　最も好ましくは、連結部（２２）はある程度の機械的な動きの増幅を達成するように構
成され、これは、パネルの閉まる動きの最終部分の間にパネル当接領域（３０）に接触す
るパネル（１４）の領域の第１の変位が、施錠要素（２０）の少なくとも一部の施錠状態
への第２の、より大きな変位をもたらすことを意味する。特定の実装においては、この機
械的な動きの増幅は、施錠要素作動領域（３２）がパネル当接領域（３０）よりも大きな
動きを受けるように、連結部（２２）を構成することによって、全体的または部分的に達
成される。単一のレバーアームの実装においては、これは、施錠要素作動領域（３２）が
パネル当接領域（３０）より軸（３４）からさらに離れて位置することを確実にすること
により達成される。
【００２８】
　それに加えて、または、その代わりに、前述の動きの増幅は、施錠要素作動領域（３２
）と施錠要素（２０）の間の相互作用の幾何学的構造によって生成されてもよい。そのよ
うな幾何学的構造の一例は、一連の図３のＡ－Ｄに見られ、この図はパネル（１４）の閉
まる動きと、パネルの動きによって引き起こされる連結部（２２）および施錠要素（２０
）の対応する動きとの最終段階を示している。図３のＡは、パネルが最初にパネル当接領
域（３０）に接触する、パネル（１４）が閉まる段階を示す。これは、典型的には、パネ
ル（１４）の対応する当接表面が、縦枠（１２）に対し完全な閉位置から数センチメート
ル内にある時であり、最も好ましくは、その最終的な位置から５－２０ミリメートルの範
囲にある。図３のＢ－Ｄに例証されるような、連続的な閉まる動きは、パネル当接領域（
３０）を押して、軸（３４）の周りで連結部（２２）を回転させ、したがって施錠要素（
２０）の対応する座面に接する施錠要素作動領域（３２）の変位を引き起こす。施錠要素
（２０）の座面から回転軸（２４）までの距離が、施錠要素（２０）の外端から軸（２４
）までの距離より小さいので、外端は座面より比較的大きな動きを受け、それによって、
パネル当接表面（３０）の「入力」動きに対して動きの増幅を達成する。
【００２９】
　パネル（１４）が動き終わるまで閉められた時に施錠を確実にするために、連結部（２
２）および施錠要素（２０）は、好ましくは、連結部（２２）が動き終わる前に、有効な
施錠が生じる臨界点に施錠要素をもたらすように構成される。「臨界点」は、ここでは、
パネルを再び開けるために加えられる力が、施錠要素（２０）の施錠効果によって効果的
に対抗される施錠要素（２０）の位置として定義される。施錠要素が臨界点に到達するか
または通過するときに達成される施錠効果は幾何学的な施錠を通じて生じ得、ここにおい
ては、パネルに加えられる開ける力は、解錠状態に向かう、施錠要素（２０）に対する力
の成分を生成しない。あるいは、摩擦的な施錠に依拠してもよく、この場合、施錠要素（
２０）とパネル（１４）の協働する表面との間の（または、パネルが取り付けられた実施
形態においては、施錠要素（２０）と縦枠（１２）の協働する表面との間の）表面接触の
平面の間の角度は、表面の間の摩擦の角度よりも小さい分だけ、パネルを開ける動きによ
って加えられる力の方向に傾いている。場合によっては、施錠要素（２０）と協働する表
面の幾何学的配置は、表面の間に重なりがあるとすぐに施錠の臨界点が生じるように実装
される。
【００３０】
　所望の場合にドアまたはパネルを開けられるようにするために、開放機構（図示せず）
は、典型的には、施錠要素（２０）を施錠位置から解錠位置に向かって選択的に変位させ
るように、施錠要素（２０）に関連付けられている。開放機構は、機械的ハンドル、キー
操作機構、または電子作動システムのいずれか１つまたは組み合わせであってもよい。図
５で例証される、ある特に単純な実装においては、開放機構は、単純に、施錠要素（２０
）と一体化され、施錠要素（２０）から突出して施錠要素（２０）を軸（２２４）の周り
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で手動で枢動するハンドル（２３６）であってもよい。連結部（２２）の存在により、施
錠係合から施錠要素（２０）が変位することで、典型的には、パネルがその完全に閉じた
位置から顕著に変位した位置へとパネルが押し出されることが付随して起こる。
【００３１】
　装置（１０）、（１００）、（２００）の枢動可能に取り付けられた施錠要素の場合に
は、施錠要素（２０）は、好ましくは、パネル（１４）が閉まる動きの間に施錠要素（２
０）が脇に押しこまれるよう、傾斜した外表面を備えて形成される。その結果、典型的に
は、組立体の静止状態で施錠要素（２０）が、（例えば、図１Ａのような）施錠位置また
は（例えば、図２Ａのような）解錠位置にあるかどうかは重要ではない。施錠要素（２０
）が最初に図１Ａの施錠位置にある場合、パネル（１４）の先導する表面の接触は、閉ま
る動きの間に、最初に施錠要素（２０）に接触し、パネル（１４）の先導する部分が施錠
要素（２０）を通るのに十分なように、施錠要素（２０）を、解錠位置に向かって枢動可
能に後退させる。
いずれの場合も、パネル（１４）のその後の動きによりパネルが連結部（２２）と接触し
、結果として、図３のＢ－Ｄの施錠動作の連鎖がもたらされる。ある実装においては、施
錠要素（２０）を所望の位置、例えば施錠位置、に付勢するためにバネ（図示せず）を組
立体に含めてもよい。
【００３２】
　ここで装置（１００）（図４Ａ－図４Ｄ）を簡単に説明すると、施錠要素（２０）と連
結部（２２）が縦枠（１２）と一体化された装置（１０）とは対照的に、装置（１００）
は、施錠要素（１２０）および連結部（１２２）がパネル（１１４）と一体化された例を
示す。この場合、縦枠（１１２）の当接表面（１２７）は連結部（１２２）の当接領域（
１３０）に作動接点を提供し、かつ、縦枠（１１２）の、内部に面する当接表面（１２８
）は、施錠要素（１２０）が施錠状態（図４Ｄ）において係合する、施錠表面を提供する
。パネル内の機構の取り付け以外、装置（１００）の構造および機能は、上記の装置（１
０）のそれと完全に類似している。以前に言及したように、上記の記載は、記載が他の実
施形態に排他的に適用されることが明白または自明である場合を除いて、参照符号に１０
０を加えた装置（１００）の直接的な説明と見なされるべきである。
【００３３】
　ここでは装置（２００）（図５および図６Ａ－６Ｅ）を簡単に説明すると、これは、主
として、蝶番取り付けパネルというよりも、枠に対してスライド式に取り付けられたスラ
イド式パネル（２１４）の実装を示す点で、装置（１０）とは対照をなす。図６Ａは解錠
状態を示し、一方図６Ｂは、パネル当接表明（２２６）に対する施錠の臨界位置を通過す
る施錠要素（２２０）を示し、図６Ｃは、装置（２００）の完全に閉じた、施錠状態を示
す。図６Ｄおよび６Ｅは、施錠要素（２２０）が、施錠位置に対応する静止位置をとる、
パネル（２１４）が閉まる間の施錠要素（２２０）の変位を示す。パネルが直線的にスラ
イドする動きに対応するために必要とされる調節以外は、装置（２００）の構造および機
能は、上記の装置（１０）のものと完全に類似している。以前に言及したように、上記の
記載は、記載が他の実施形態に排他的に適用されることが明白または自明である場合を除
いて、参照符号に２００を加えた装置（２００）の直接的な説明と見なされるべきである
。
【００３４】
　ここで、図７Ａ－７Ｄに戻ると、本発明は、上記の実施形態でのような枢動的に取り付
けられた施錠要素を使用して実装された時に特に有利であると考えられるが、同じ法則が
、限定されないが、従来のボルト施錠要素などの、解錠状態と施錠状態の間で直線的な変
位によって移動する施錠要素（３２０）を備えた装置を含む、幅広い他の施錠構成と有利
に使用されてもよいことは留意されるべきである。そのような実装の一例は装置（３００
）として図７Ａ－７Ｄの中で示される。本発明の記載は、上記で全体的に記載された通り
のままであり、連結部（３２２）は、開位置（図７Ａ）から、一連の図７Ｂおよび７Ｃを
通って、図７Ｄの閉位置まで、縦枠（３１２）に対しパネル（３１４）の閉まる動きの最
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終部分によって変位させられるように配置される。連結部（３２２）は、好ましくは、施
錠要素（３２０）がその施錠状態になるときに、パネル（３１４）の閉まる動きのみが完
了するように構成される。最も好ましくは、閉まる動きの最終部分を通じて変位パネル（
３１４）に加えられる力が、施錠要素（３２０）を施錠状態へと変位させるために施錠要
素（３２０）に加えられる力をもたらすように、連結部（３２２）が配置される。
【００３５】
　連結部（３２２）の枢動的な動きと施錠要素（３２０）の直線的な動きとの間での枢動
－直線運動変換に対応するために、スロットの中のピン（ｐｉｎ－ｉｎ－ｓｌｏｔ）また
は追加の接続連結部（３３８）を設けることができる。
【００３６】
　本発明の好ましい実装では、パネルが閉まる間、パネル（３１４）に対して（または、
縦枠が取り付けられた実施形態においては、縦枠に対して）固定されたピボット軸（３３
４）の周りの連結部（３２２）の堅固な取り付けが維持されるが、特定の実施形態では、
装置を解錠する間、施錠要素（３２０）の解放を容易にするために、例えばバネ（３４２
）に対しスロット（３４０）において、ピボット軸（３３４）を変位させるオプションを
提供してもよい。この変位は、最も好ましくは、解錠機構の動作中を除いて、解除可能な
保持器によって施錠される。
【００３７】
　添付された請求項が複数の従属関係なしに起草された点について、これは、単にそのよ
うな複数の従属関係を許容しない法的管轄区域における方式要件に対応するためにのみ行
われた。請求項を複合的に従属させるようにすることにより意味される特徴のあらゆる可
能な組み合わせが、明示的に想定され、本発明の一部として考慮されるべきであることを
留意されたい。
【００３８】
　上記の説明は例としてのみ提供されることを意図しており、添付の特許請求の範囲に定
義された本発明の範囲内で他の多くの実施形態が可能であることを理解されるであろう。



(10) JP 2019-500516 A 2019.1.10

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】



(11) JP 2019-500516 A 2019.1.10

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】



(12) JP 2019-500516 A 2019.1.10

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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